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４ 閉 会
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○ 施設の適正な管理を行うことで多面的機能の維持･発揮･増進が見込まれる。

○ 地域ぐるみの活動による集落機能の維持･強化が見込まれる。

○ 施設の管理を地域で支えて、担い手の負担軽減や規模拡大を後押しする。

○ 集落の共同活動等により、地域の活性化が図られる。

農地維持支払

多面的機能支払

対象者：農業者等により構成される活動組織

○ 農業・農村は、国土保全や水源かん養等の多面的機能を有しており、その利益は

広く県民全体が享受しているが、近年、農村地域の高齢化、人口減少等により、こ

れまで地域の共同活動等によって支えられてきた多面的機能の維持や発揮に支障が

生じている。

○ また、地域の共同活動の困難化に伴い、水路、農道等の地域資源の維持管理に対

する担い手の負担が増大し、担い手の規模拡大が阻害されることも懸念されている。

多 面 的 機 能 支 払 交 付 金 の 概 要

資源向上支払

農業･農村の多面的機能をめぐる現状と課題

水路の泥上げ

鳥獣害防止柵の設置

老朽化した水路の更新

対象者：農業者及び地域住民等で構成される活動組織

①施設の軽微な補修（農地･水路･道路･ため池）

②農村環境保全活動（生態系保全･景観形成 等）

③多面的機能の増進を図る活動

（鳥獣害緩衝帯の設置 等）

田 2,400円/10a
畑 1,440円/10a
草地 240円/10a

交 付 単 価
田 3,000円/10a
畑 2,000円/10a
草地 250円/10a

①水路の泥上げ、農道の砂利補充等の

基礎的保全活動

②農村の構造変化に対応した体制の拡充･強化

③保全管理構想の作成等

①施設の長寿命化のための活動

（水路や農道などの施設の更新）

（施設の老朽化部分の補修）

田 4,400円/10a
畑 2,000円/10a
草地 400円/10a

施設の長寿命化のための活動を支援

地域資源の質的向上を図る共同活動を支援

※ ５年以上経過した地区 及び 施設の長寿命化に併せて取組む場合は交付単価の75％

※ ③多面的機能の増進を図る活動に取り組めない場合は交付単価の５/６

多面的機能を支える共同活動を支援

※ 農地維持支払と併せて取り組むことが必要

活動計画書に位置付けた「交付対象面積」により交付額を算定

［ 負担割合： 国 １/２ 、 県 １/４ 、 市町村 １/４ ］

期待される効果

※ 広域活動の条件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織は交付単価の５/６

※ 活動組織、１集落当たりの上限額は200万円
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平成28年度 多面的機能支払交付金の実施状況 

【農地維持支払】 
 農地維持支払交付金とは、農地・農業用水等の地域資源について、地域共同で行う、
水路の草刈り、泥上げ、農道の砂利補充などの日常管理と、地域資源の適切な保全管理
のための体制づくり等の推進活動を行う組織に対する支援である。 

 
交付金額： 425,367千円（平成27年度: 385,969千円 対前年比：1.10倍） 

 平成27年度 

Ａ  

平成28年度 

Ｂ 

前年との差 

Ｂ－Ａ 

対前年度 

Ｂ／Ａ 

市町村数 23 25 2 1.09倍 

対象組織数 465 513 48 1.10倍 

取組面積（ha） 13,382 14,758 1,376 1.10倍 

カバー率(参考) 23.9％ 26.3％ 2.4％ 1.10倍 

※カバー率については、最新の対象農用地面積の値が未発表なので参考値として昨年の農用地面積で算出。 
 

○対象組織当たり平均面積:  28.8ha（全国平均: 77.3ha） 

○保全管理する施設: 水 路 4,923km 

           農 道 2,652km 

           ため池 1,498箇所 

○地目別取組状況: 田 13,027ha（88％）H27:11,897ha（89％） 

 （右図参照）  畑  1,727ha（12％）H27: 1,480ha（11％） 

         草地    4ha（０％）H27:    4ha（０％） 

  

［市町村別の取組状況］ ※大きい順に、（）の数字は前年比 

○組 織 数: 吉備中央町 60組織(±0)、岡山市 56組織(+14)、津山市 54組織(+4) 

○取組面積: 岡山市 2,953ha(+343)、津山市 2,127ha(+43)、吉備中央町 1,325ha(+66) 

○カバー率: 奈義町 86％(±0)、美咲町 66％(-1)、浅口市 61％(－) 

○取組を実施していない市町村: 早島町、里庄町 

 

《参考：全国の状況（見込み）》 

  農地維持支払は、47都道府県で取組。 

 平成27年度 

Ａ  

平成28年度 

Ｂ 

前年との差 

Ｂ－Ａ 

対前年度 

Ｂ／Ａ 

取組市町村数 1,404 1,422 18 1.01倍 

取組組織数 28,148 29,096 948 1.03倍 

取組面積（ha） 217万7千 225万0千 7万2千 1.03倍 

      ※参考値：全国平均カバー率５２％（平成27年度実績） 

 

【資源向上支払（地域資源の質的向上を図る共同活動）】 
 資源向上支払(地域資源の質的向上を図る共同活動)とは、水路、農道等の施設の軽微
な補修、生態系保全や景観形成等の農村環境の保全活動等を行う組織に対する支援であ
る。 

田

13,027ha 

88%

畑

1,727ha 

12%

草地

4ha 

0%
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交付金額： 218,320千円（平成27年度: 204,477千円 対前年比：1.07倍） 

 

 

 

 

 

 

 

［市町村別の取組状況］ ※大きい順に、（）の数字は前年比 

○組 織 数: 吉備中央町 60組織(±0)、美咲町 51組織(±0)、岡山市 48組織(+9) 

○取組面積: 岡山市 2,779ha(+213)、津山市 2,012ha(+54)、吉備中央町 1,325ha(+66) 
 

《参考：全国の状況（見込み）》 

     資源向上支払(共同活動)は、45都道府県で取組。 

 平成27年度 平成28年度 前年との差 対前年度 

取組市町村数 1,271 1,286 15 1.01倍 

取組組織数 22,760 23,295 535 1.02倍 

取組面積（ha） 193万3千 199万5千 6万2千 1.03倍 

 

【資源向上支払（施設の長寿命化のための活動）】 
 資源向上支払(施設の長寿命化のための活動)とは、老朽化した農業用用排水路等の施

設の長寿命化のための補修・更新等を行う組織に対する支援である。 
 

交付金額: 218,062千円（平成27年度: 257,548千円 対前年比：0.85倍） 

 

 

 

 

 

 
 

◆対象施設: 水路 125.1km、農道 78.8km、ため池 35箇所 

［市町村別の取組状況］ ※大きい順に、（）の数字は前年比 

○組 織 数: 津山市 30組織(+5)、吉備中央町 26組織(±0)、鏡野町 25組織(±0) 

○取組面積: 津山市 1,870ha(+105)、吉備中央町 813ha(-62)、美咲町 725ha(-1) 
 

《参考：全国の状況（見込み）》 

      資源向上支払(施設の長寿命化)は、45都道府県で取組。 

 平成27年度 平成28年度 前年との差 対前年度 

取組市町村数 873 879 6 1.01倍 

取組組織数 11,476 11,858 382 1.03倍 

取組面積（ha） 63万7千 67万6千 3万9千 1.06倍 

 平成27年度 

Ａ 

平成28年度 

Ｂ 

前年との差 

Ｂ－Ａ 

対前年度 

Ｂ／Ａ 

市町村数 21 21 － － 

対象組織数 328 356 28 1.09倍 

取組面積（ha） 11,639 12,189 550 1.05倍 

カバー率(参考) 20.8％ 21.7％ 0.9％ 1.04倍 

 平成27年度 

Ａ 

平成28年度 

Ｂ 

前年との差 

Ｂ－Ａ 

対前年度 

Ｂ／Ａ 

市町村数 17 17 － － 

対象組織数 180 176 -4 0.98倍 

取組面積（ha） 6,687 6,753 66 1.01倍 

カバー率(参考) 11.9％ 12.0％ 0.1％ 1.01倍 
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農地維持支払 資源向上支払【共同活動】 資源向上支払【長寿命化】

交付対象面積（ha）
カバー
率

交付対象面積（ha） 交付対象面積（ha）

田 畑 草地 計 田 畑 草地 計 (％) 田 畑 草地 計 田 畑 草地 計
2,487 122 0 2,610 19% 42 2,444 122 0 2,566 39 0 0 0 0 0

岡山市 11,921 1,886 178 13,984 2,774 179 0 2,953 21% 56 2,605 174 0 2,779 48 0 0 0 0 0

19 0 0 19 3% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

玉野市 651 90 0 742 19 0 0 19 3% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 3 0 139 31% 9 54 2 0 56 1 70 2 0 72 3

備前市 389 49 8 446 139 3 0 142 32% 9 54 2 0 56 1 70 2 0 73 3

68 3 0 70 3% 2 43 3 0 45 1 0 0 0 0 0

瀬戸内市 1,603 589 7 2,199 68 3 0 70 3% 2 43 3 0 45 1 0 0 0 0 0

62 1 0 63 3% 2 62 1 0 63 2 0 0 0 0 0

赤磐市 1,962 360 0 2,323 253 42 0 296 13% 15 126 6 0 132 6 0 0 0 0 0

148 10 0 158 18% 10 41 1 0 42 1 0 0 0 0 0

和気町 818 85 0 903 170 13 0 182 20% 13 43 1 0 44 2 0 0 0 0 0

1,078 181 0 1,259 52% 60 1,078 181 0 1,259 60 724 151 0 875 26

吉備中央町 1,924 460 54 2,438 1,124 201 0 1,325 54% 60 1,124 201 0 1,325 60 674 139 0 813 26

3,997 320 0 4,317 19% 126 3,722 309 0 4,031 104 795 153 0 948 29

備前局 19,267 3,519 247 23,034 4,547 441 0 4,988 22% 156 3,995 385 0 4,382 118 745 141 0 886 29

234 0 0 234 7% 6 0 0 0 0 0 631 0 0 631 13

倉敷市 2,359 1,149 0 3,508 190 0 0 190 5% 1 0 0 0 0 0 621 0 0 621 2

176 454 0 629 40% 5 170 452 0 622 3 27 452 0 479 2

笠岡市 580 970 5 1,554 196 454 0 649 42% 8 170 452 0 622 3 27 452 0 479 2

520 283 0 802 50% 8 520 283 0 802 8 138 66 0 204 5

井原市 914 555 59 1,528 520 283 0 802 52% 8 520 283 0 802 8 138 66 0 204 5

0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

総社市 1,782 128 0 1,910 54 1 0 55 3% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 46 1 231 7% 27 32 20 1 54 5 8 3 1 12 1

高梁市 1,617 1,362 43 3,022 249 60 1 311 10% 33 45 22 1 69 6 8 3 1 12 1

292 21 2 315 10% 31 95 18 0 113 7 23 1 0 24 2

新見市 2,169 1,034 414 3,617 306 21 2 329 9% 32 95 18 0 113 7 23 1 0 24 2

0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

浅口市 408 250 0 658 300 100 0 400 61% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

早島町 69 1 0 70

里庄町 40 20 0 60
418 24 0 442 47% 15 418 24 0 442 15 97 11 0 109 2

矢掛町 752 94 115 961 417 24 0 441 46% 15 417 24 0 441 15 97 11 0 109 2

1,824 828 3 2,654 16% 92 1,234 797 1 2,033 38 922 535 1 1,458 25

備中局 10,690 5,562 636 16,888 1,877 841 3 3,177 19% 99 1,245 800 1 2,047 39 914 534 1 1,449 14

2,005 79 0 2,084 50% 50 1,881 77 0 1,958 33 1,694 72 0 1,765 25

津山市 3,651 304 148 4,103 2,039 88 0 2,127 52% 54 1,925 86 0 2,012 38 1,793 78 0 1,870 30

374 13 0 388 8% 19 366 13 0 379 18 55 2 0 57 3

真庭市 3,433 497 1,099 5,029 373 13 0 387 8% 19 365 13 0 378 18 54 2 0 56 3

177 6 0 184 7% 11 177 6 0 184 11 127 4 0 131 8

美作市 2,373 348 0 2,721 285 8 0 293 11% 17 285 8 0 293 17 127 4 0 131 8

112 3 0 115 34% 9 59 0 0 59 4 54 3 0 57 4

新庄村 192 13 127 332 112 3 0 115 35% 9 59 0 0 59 4 54 3 0 57 4

773 28 0 801 48% 46 710 27 0 737 38 375 18 0 392 25

鏡野町 1,464 31 185 1,680 788 28 0 816 49% 46 717 27 0 744 38 390 18 0 408 25

315 32 0 348 28% 16 56 13 0 69 3 29 12 0 41 2

勝央町 926 314 0 1,240 315 32 0 348 28% 16 69 13 0 83 5 42 12 0 54 4

604 0 0 604 86% 18 527 0 0 527 14 587 0 0 587 17

奈義町 670 36 0 706 604 0 0 604 86% 18 528 0 0 528 14 587 0 0 587 17

11 0 0 11 7% 1 11 0 0 11 1 0 0 0 0 0

西粟倉村 151 3 0 154 11 0 0 11 7% 1 11 0 0 11 1 0 0 0 0 0

571 69 0 640 53% 26 358 56 0 414 13 465 60 0 525 18

久米南町 991 200 14 1,205 589 69 0 658 55% 27 363 56 0 419 13 470 60 0 530 18

1,135 102 0 1,237 67% 51 1,135 102 0 1,237 51 681 44 0 726 24

美咲町 1,521 193 144 1,858 1,133 102 0 1,235 66% 51 1,133 102 0 1,235 51 681 44 0 725 24

6,076 334 0 6,410 34% 247 5,280 296 0 5,576 186 4,065 215 0 4,281 126

美作局 15,373 1,937 1,717 19,027 6,248 345 0 6,593 35% 258 5,455 306 0 5,761 199 4,197 220 0 4,419 133

11,896 1,481 5 13,382 23.9% 465 10,236 1,402 3 11,639 328 5,781 902 2 6,687 180

岡山県 45,331 11,018 2,600 58,948 12,673 1,626 5 14,758 26.3% 513 10,695 1,491 3 12,189 356 5,854 895 2 6,753 176

※ 農振農用地面積は平成27年12月、岡山県農林水産部農村振興課 調べ

地
区
数

地
区
数

地
区
数

多面的機能支払の市町村別　実施状況

市町村名
農振農用地面積（ha）

《参考》

※ 現在のところ取組予定はない。

※ 現在のところ取組予定はない。

上段（27年度実績）

下段（28年度実積）
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円城広域組織(吉備中央町)が農政局長表彰最優秀賞に選ばれました。 

平成２８年度多面的機能発揮促進事業において、多面的機能支払部門で吉備中央町の円

城広域組織が、中国四国農政局長表彰最優秀賞を受賞しました。

多面的機能支払の部門は、中国四国の各県から９件の推薦がありました。下記の５つの

ポイントで審査し、岡山県の「円城広域組織」と島根県の「ＹＡＷＡＴＡシャングリラプ

ラン」の２組が最優秀賞に選ばれました。

○選定のポイント

・活動を通じて次世代への貢献

・交付金を有効に活用しているか

・広域化は

・地域の特性を活かしているか

・活動の継続期間は

○円城広域組織の選定について

・田舎暮らし農業体験ツアーは、県内外へ農村の魅力を発信している。

・農業生産法人と連携し、遊休農地を有効利用している。

・５つの組織を統合して広域組織として活動している。

・地元小学生が円城白菜の栽培収穫体験を通じ、地域の伝統を継承している。

２列目 右から２番目
円城広域組織 杭田代表
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円城広域組織

岡山県吉備中央町

平成28年度 多面的機能発揮促進事業

中国四国農政局長表彰最優秀賞組織【多面的機能支払】

えん じょう

Ⅰ．地区概要

本地域は、岡山県の中央にある吉備中央町の北東部に位置し、標高200
～400ｍの高原地帯で、高原特有の冷涼で昼夜の温度差のある気候と土質
が相まって、高原野菜や果物栽培が盛んな地域。専業農家や農業後継者も
比較的多いが、農家の高齢化・過疎化が課題。

平成19年度から平成27年度まで5つの組織で活動していたが、老朽化した
畑地かんがい施設の維持管理及び安定的な営農環境を守るため、平成28年
度より広域組織として活動を実施。

Ⅱ．組織設立の経緯

活動エリアの風景
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Ⅲ．組織の概要

【地域の担い手】

認定農業者９名

吉備の国 野菜村

案田集落営農組合

（連携）

○ 取組活動 農地維持支払、資源向上支払（共同活動、施設の長寿命化）

○ 認定農用地面積 １６２．１１ha （田：８８．８２㏊、 畑：７３．２９㏊）

○ 組織構成 ４集落 （農家数＝２０５戸、農家以外＝３６戸）

・ 農業者、自治会、子供会、老人クラブ、農業生産法人、消防団、婦人会で構成

婦人会
農業者

自治会

農業生産
法人 子供会

老人クラブ

（連携）

中山間地域等直接支払

案田集落（他１８）協定

消防団

Ⅳ．活動の内容

地域ぐるみで水路の泥上げ、清掃、ため池及
び進入道路の草刈り、異常気象後の見回り等
基礎的な活動を実施。

また、遊休農地発生を防止するため、農業生
産法人と連携し、6haの農地において農薬の少

ない健康野菜を栽培することで、６次産業化へ
の支援と共に農地集積に繋がっている。 水路の泥上げ作業

行政と地域住民が連携し、農林業体験宿
泊施設で地域の産物を生かした田舎暮らし
体験ツアーに取り組み、毎回30名程度が体

験ツアーに参加。活動組織の構成員は収
穫体験の指導や交流を通じて、農村で働く
魅力や面白さを知ってもらい、地域の活性
化を担う人材確保を進めている。 意見交換が行われた交流会

○ 地域資源の基礎的な保全活動

○ 地域資源の適切な保全管理のための推進活動

１．農地維持支払
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自治会、子ども会、老人クラブとの連携に
より、地区内の清掃活動や主要道路沿い
への花の植栽（約2km）を行っている。

農業用水路、畑地かんがい施設、農道の舗装などの補修改良等、また農
用地、水路、農道、ため池の点検・機能診断を実施し、施設の適切な改修を
行うことにより、適正な維持管理及び持続的な営農が図られている。

畑地かんがい施設の補修 畑地かんがい施設の防食対策

地域住民と農道沿いに植栽

○ 農村環境保全活動

○ 共同及び長寿命化の活動

２．資源向上支払

農道の補修

地元小学生を対象とした農業体験学習では、活動組織の構成員が講師とな
り、円城白菜の栽培方法や料理方法などを教えている。この取組は平成28年
度で13回目となり、毎年10名程度の児童が参加。特産品のキムチ作りや円城
白菜の栽培・収穫・販売を行い、伝統・文化の継承に取り組んでいる。

←円城白菜の収穫円城白菜の苗植え

小学生による
円城白菜の販売→ 特産品のキムチ作り

○ 多面的機能の増進を図る活動

２．資源向上支払
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Ⅴ．活動による効果 （成果と将来の姿）

○平成２９年度までに２０ｈａの経営規模を計画する地域内の農業法人と
農地集積を連携し、１４ｈａの遊休農地を再生再開。

○円城白菜の体験学習は、地域新聞で毎年記事として掲載され農村地
域の活性化に貢献。

○田舎暮らし体験ツアーや体験学習など地域独自の取組が貢献し、岡山
市のアンテナショップでは、地域の産物の売上額が年々増加。

○広域化により農地維持活動の大型機械化が進み、構成員の負担軽減。
さらに、組織に専任事務を設置し、組織体制を強化。

大型草刈機による遊休農地の管理 円城蜜芋を使ったお菓子で６次産業化
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多面的機能支払交付金 岡山県中間評価報告書

第１章 取組の基本方針

１．基本的な考え方

近年の農村地域の高齢化や人口減少等により、地域の共同活動等に支えら

れている多面的機能の発揮に支障が生じつつある。また、地域の共同活動の

困難化に伴い、水路、農道等の地域資源の維持管理に対する担い手の負担が

増大し、担い手の規模拡大の阻害も懸念されている。

こうした中、岡山県では「晴れの国生き活きプラン（平成25年12月策定）」

の下、「快適生活県おかやま」の実現を県政の基本目標とし、その達成に向

けて全力で取り組んでいるところであり、本施策により地域の共同活動を支

援し、地域資源の保全管理を推進することにより、多面的機能の適切かつ十

分な発揮につなげる。

２．農地維持支払に関する事項

① 地域活動指針策定における基本的考え方

多面的機能支払交付金実施要領（平成26年４月１日付け25農振第2255号。

以下「要領」という。）別記１－２の「国が定める活動指針及び活動要件」

を基礎として、県下の実態を踏まえ、必要最小限の範囲において、取組の

追加や各取組内容への追加的な記述を可能とする。

② 国が定める活動指針及び活動要件に追加する事項

ア．地域資源の基礎的保全活動

国が定める活動指針に準じ、農業用施設の適正管理（安全施設の管理、

異常気象前の見回り・応急措置）を県独自で定めている。（詳細について

は別紙）

イ．地域資源の適切な保全管理のための推進活動

国が定める活動指針に準ずる。

３．資源向上支払（共同）に関する事項

① 地域活動指針策定における基本的考え方

要領別記１－２の「国が定める活動指針及び活動要件」を基礎として、

県下の実態を踏まえ、必要最小限の範囲において、取組の追加や各取組内

容への追加的な記述を可能とする。

② 国が定める活動指針及び活動要件に追加する事項

国が定める活動指針に準ずる。

４．資源向上支払（長寿命化）に関する事項

① 地域活動指針策定における基本的考え方

要領別記１－２の「国が定める活動指針及び活動要件」を基礎として、

県下の実態を踏まえ、必要最小限の範囲において、取組の追加や各取組内

容への追加的な記述を可能とする。

② 地域の状況に応じて追加する農地に係る施設や対象活動

集落が管理する農地周りの水路、農道、ため池を対象施設とし、これら
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の長寿命化のための補修、更新等を対象活動とする。なお農地に係る施設

については、集落が管理する水路や農道等の施設の長寿命化のための活動

を行った上で、交付金の範囲の中で実施することが出来るものとする。

対象活動

区分 対象施設 分 項目 取組内容

類

水路 補 用排水機場 用排水機場内の、破損や老朽化し

集落が (付帯施設) 修 の補修 た箇所の補修等の対策を行うこと

項 管理 ため池 補 ため池の ため池において、堆積した土砂等

目 する (ため池本体) 修 浚渫 を、堤体等の安定性が損なわれない

の 施設 よう浚渫を行うこと

追 ため池 補 管理橋の ため池の管理橋の破損や老朽化し

加 (付帯施設) 修 補修 た箇所の補修等の対策を行うこと

補 給水栓の 給水栓及びその付属施設の破損や

農地に 修 補修 老朽化した箇所の補修等の対策を行

係る 用水施設 うこと

施設 更 給水栓の 老朽化等により機能に支障が生じ

新 更新 ている給水栓及びその付属施設につ

等 いて、新等の対策を行うこと

５．その他推進体制等

本交付金による取組の推進にあたっては、関係市町村、農業者団体、県及

び集落等の緊密な連携により、実施することが必要であることから、本県で

は、県、市町村、農業団体等と連携し、定期的な会議の開催、情報共有を図

る体制を整備して事業の推進を図る。

13



第２章 取組の状況

１．取組実績

（１）市町村数 ：２３市町村 割合 ８５％（23／全市町村数(27)×100）

（２）活動組織数：４８０組織 （広域活動組織含む）

うち農地維持支払 ４６５組織

資源向上支払（共同） ３２８組織

資源向上支払（長寿命化） １８０組織

（３）取組面積 ：１３，３８２ha

うち農地維持支払 １３，３８２ha

資源向上支払（共同） １１，６３９ha

資源向上支払（長寿命化） ６，６８７ha

（４）対象施設数：水路 4,436ｋｍ、農道 2,524ｋｍ、ため池 1,432ヶ所

（５）交付金額 ：８４８百万円

うち農地維持支払 ３８６百万円

資源向上支払（共同） ２０４百万円

資源向上支払（長寿命化） ２５８百万円

２．多面的機能支払交付金から創設された活動項目の取組状況

（１）農地維持活動における「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」

■活動を実施している活動組織数： ４６５組織

■評価実施組織数 ： ４００組織

■市町村の評価結果： ほぼ全組織において、遊休農地の発生抑制がされ

ているほか、人・農地プランを踏まえた具体的な

取組や、農地中間管理機構の重点実施区域に設定

されるなど、ほとんどの市町村が農地維持活動に

関する取組に対して良い評価をしている。

（２）資源向上活動（共同）における「多面的機能の増進を図る活動」

■活動を実施している活動組織数： ３１９組織

■評価実施組織数 ： ２６６組織

■市町村の評価結果： 活動組織の半数以上の組織で、農業者だけでなく

地域住民を含めた活動への参加者の増加や農村環境

の保全への関心の向上などの効果が現れている。特

に鳥獣被害の防止などの地域環境の改善に効果が発

揮され、ほとんどの市町村が多面的機能の増進に関

する取組に対して良い評価をしている。
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第３章 取組による効果

１．評価の視点と調査方法

「２．効果の発現状況」の評価については、効果の発現状況の自己評価のア

ンケート調査(405組織)を行い、その結果をまとめたものである。

※調査対象組織は、全組織（480組織）の中から各市町村20組織＋残り組織

の半分以上の抽出調査として行った。

「地域資源の保全管理」

「農村環境の保全・向上」(注1)

「農業用施設の機能増進」(注2) ・平成28年度岡山県効果の発現自己評価

「農村地域の活性化」 アンケート調査(405組織)

「構造改革の後押し等地域農業への貢献」

「都道府県独自の取組」

(注1)：調査対象は資源向上支払(共同)に取り組む組織(全328組織)のうち抽出272組織

(注2)：調査対象は資源向上支払(長寿命化)に取り組む組織(全180組織)のうち抽出152組織

下記の調査結果も参考にしている

・平成28年度岡山県活動組織自己評価・市町村評価調査(400組織)

・平成28年度岡山県多面的機能支払交付金認知度調査（県内27市町村）
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２．効果の発現状況

【評価区分】

ａ．ほとんどの組織で効果が発現している、又は、発現が見込まれる

（取組組織の８割程度以上で効果が発現している、又は、発現が見込まれる）

ｂ．大半の組織で効果が発現している、又は、発現が見込まれる

（取組組織の５割程度以上８割程度未満で効果が発現している、又は、発現が見

込まれる）

ｃ．一部の組織で効果が発現している、又は、発現が見込まれる

（取組組織の２割程度以上５割程度未満で効果が発現している、又は、発現が見

込まれる）

ｄ．効果の発現が限定的である、又は、発現の見込みが限定的である

（取組組織の２割程度未満で効果が発現している、又は、発現が見込まれる）

（１）地域資源の保全管理

①農地の保全管理

効果項目 評価

ａ ｂ ｃ ｄ

遊休農地の発生や面積拡大を抑制 ■ □ □ □

病害虫の発生やゴミの不法投棄等の抑制により、営農への支障が低減 □ ■ □ □

農用地での鳥獣被害が抑制 □ ■ □ □

農業者の保全管理作業に係る負担の軽減により、適切な保全管理が可能 □ ■ □ □

【補足】

②農業用施設の機能維持

効果項目 評価

ａ ｂ ｃ ｄ

農業用施設の機能が維持され、適切に保全管理 ■ □ □ □

異常気象等による被害の拡大等の抑え、災害が発生した場合でも迅速な対応が可能 ■ □ □ □

農業者による農業用施設の保全管理作業に係る負担が軽減 □ ■ □ □

【補足】

③地域資源の保全管理体制の維持・強化

効果項目 評価

ａ ｂ ｃ ｄ

地域をまとめ、行動を起こすリーダーや役員が育成 □ ■ □ □

集落間や集落内で協力して行う取組や非農業者が参画する取組が増加 □ ■ □ □

する等、地域資源の保全管理のための体制が強化

【補足】

16



■総括：活動組織を対象としたアンケート調査によれば、遊休農地の発生拡

大の抑制については、約９割の組織が効果があったと回答している。

また、農業用施設の機能維持についても、ほとんどの組織が効果があ

ったと回答している。保全管理体制の維持・強化については、約７割

の組織が効果が出てきたと評価しているが、まだ一部地域では、リー

ダーが育っておらず、取組内容の広がりや取組の拡大にあたっての障

害となっている。

（２）農村環境の保全・向上

効果項目 評価

ａ ｂ ｃ ｄ

地域の景観が保全・向上 ■ □ □ □

地域の生態系や水質が保全・向上 □ ■ □ □

伝統的な農業技術や農業に由来する行事、伝統文化の継承・復活 □ ■ □ □

活動に対する関心や理解、協力意識が向上 ■ □ □ □

【補足】

■総括：活動組織を対象としたアンケート調査によれば、景観の保全・向上

や活動に対する理解・協力については、９割以上の組織が効果があっ

たと回答している。伝統行事、伝統文化の継承・復活については活動

に取り組んでいる７割の組織が効果ありとしており、自主的に取り組

んでいる組織でも約半数の組織が効果ありの評価となっている。

（３）農業用施設の機能増進

効果項目 評価

ａ ｂ ｃ ｄ

施設の長寿命化の活動により、農業用排水路等の機能が増進 ■ □ □ □

長寿命化の活動に対する関心や理解、協力意識が向上 ■ □ □ □

農業用施設の補修技術や知識が向上 □ ■ □ □

農業者による農業用施設の日常の維持管理に係る負担が軽減 ■ □ □ □

【補足】

■総括：活動組織を対象としたアンケート調査によれば、資源向上支払（長

寿命化）に取り組んでいる組織のほとんどが効果があったと回答して

いる。補修技術や知識の向上では約７割の組織で効果があったと回答

しており、これは外部組織による対応を行う活動組織もあると推測さ
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れることから、直営施工の普及に向けた研修への参加を促す必要があ

る。本取組は活動によりすぐに効果が現れ、維持管理にかかる負担が

即軽減されるので、参加者の活動に対する理解や協力が得やすい。

（４）農村地域の活性化

効果項目 評価

ａ ｂ ｃ ｄ

地域ぐるみの関わりが増えて地域活性が高まり、地域コミュニティの □ ■ □ □

維持・強化

集落の枠を超えた話し合いや活動等が増え、集落間の交流が活性化 □ □ ■ □

【補足】

■総括：活動組織を対象としたアンケート調査によれば、地域コミュニティ

の活性化については、７割以上の組織で効果があったと回答している。

また、集落の枠を超えた集落間の交流については、約３割の組織で効

果が出ていると回答しており、今後、これらの交流が他組織へのよい

影響となり集落間交流が広がることを期待したい。

（５）構造改革の後押し等地域農業への貢献

効果項目 評価

ａ ｂ ｃ ｄ

担い手農家等への農地集積に向けた取組が推進 □ □ ■ □

農業の担い手の育成が推進 □ □ ■ □

取組が契機となり、新たな生産品目の導入、経営の複合化、６次産業 □ □ □ ■

化等の取組が推進

大区画化等の生産基盤整備に対する意識の向上 □ □ □ ■

【補足】

■総括：活動組織を対象としたアンケート調査によれば、担い手農家への農

地集積については、４割弱の組織で効果があった。担い手育成につい

ては約３割の組織で効果ありと回答している。取組による新種作物の

導入や６次産業化への取組については効果ありの組織は約１割となっ

た。大区画化等の生産基盤整備に対する意識の向上についても効果あ

りの組織は約１割となった。

今後、高齢化に伴うリタイヤ農家の増加が想定されており、担い手

農家への農地集積は喫緊の課題であり、そのため、本活動を通じた地
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域コミュニティにおける話し合いを支援する必要がある。

（６）都道府県独自の取組

効果項目 評価

ａ ｂ ｃ ｄ

農業用施設の適正管理 ■ □ □ □

（安全施設の管理、異常気象前の見回り・応急措置）

【補足】

■総括：活動組織を対象としたアンケート調査によれば、農業用施設の適正

管理については、８割超の組織で効果があったと回答しており、地域

の排水を担っている農業用水路等の見回りの強化は望まれているもの

と考える。

第４章 地域資源の保全活動に関する普及・啓発

・本県では、多面的機能支払交付金制度について県ホームページで普及啓発を

行っており、各市町村では、広報誌に掲載・配布や自治体ホームページによ

る普及啓発を行っている。また、自治会等の代表者への説明会の開催や、農

業委員会総会での説明、中山間地域等直接支払交付金制度の説明会に合わせ

て説明を行っている自治体もある。

・認知度については、県民に対しての調査を行っていないが、各市町村担当者

へのアンケート調査によれば、農業者には認知されてきているが、非農業者

を含めると３割から５割程度とまだ低い状況である。
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第５章 取組の推進に関する課題や今後の取組方向等

１．課題と今後の取組方向

・現在、本県の取組のカバー率は23.9％と全国平均よりも低く、実施状況が

各市町村によって開きがある。これには、各地域での営農形態の違いや農村

社会の違い、各自治体での支援措置の違いなどが関係しており、一概に取組

のカバー率の低い市町村を対象に推進を図る必要はないと考えている。

直接支払等を受けなくても自律的に維持管理できる体制が整備されること

が望ましい姿と考えているが、農村地域の混住化や農業就業人口の減少が進

む中で、価値観が多様化しており、従来どおりのやり方で地域資源を維持し

ていくことが困難となっている実態がある。

そのため、本取組が地域での共同活動の維持や新たに始めるための動機付

けとなることを期待しているが、現状として、県民への本制度の周知が十分

とはいえないことから、県から市町村、市町村から地域への制度周知体制の

強化を図る。

例えば第１の強化策として、市町村のトップの会議において、市町村毎の

カバー率を情報として提供することがあげられる。第２に、集落間の交流や

県全体でのイベントを行うなど、先進事例から得られる教訓を、県下に広げ

ることがあげられる。第３に、非農家の人にも参加しやすいように、組織の

名称（通常は○○営農組織等）を工夫することがあげられる。

２．制度に対する提案等

・わかりやすいガイドラインの作成と事務手続きのさらなる簡素化

農村地域は高齢化による維持管理が困難となっていく中で、後継者不足・

リーダー不足であり、新規組織設立や年次報告等の事務手続きの書類作成が

複雑なこと、また、制度が非常に複雑なことから、取組の拡大･推進等の障

害となっている。地域の営農者及び高齢者にわかりやすい制度とし、わかり

やすいガイドライン等の作成とさらなる事務手続きの簡素化を提案する。
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平成２８年度多面的機能支払中国四国シンポジウムを開催

岡山県岡山市

平成29年１月19日、岡山県は、中国四国農政局と共催で、「平成28年度 多面的機

能支払 中国四国シンポジウム in 晴れの国おかやま」を開催しました。

このシンポジウムは、多面的機能支払の活動組織を対象として、活動に対する理

解を深め、一層の定着を図るため、平成21年度から中国四国地域の各県持ち回りで

毎年開催しており、今回は全国各地から500名を超える方々にご参加いただきました。

ＮＰＯ法人みんなの集落研究所 阿部典子首席研究員から、「地域づくりにチャレ

ンジするリーダーへのメッセージ」と題して、全住民を対象としたアンケート結果

を活用して、従来の地域活動を持続可能な活動に変え、新たな取組をスタートした

事例についてご講演いただきました。また、広島県の高屋広域協定運営委員会の畝
うね

啓一郎会長から、平成24年度から７つの集落を合併し一つの広域組織とし５年間取
けいいちろう

り組まれた成果をご講演いただきました。

また、中国四国農政局長最優秀賞を受賞された「ＹＡＷＡＴＡシャングリラプラ
や わ た

ン（島根県松江市）」および「円城広域組織（岡山県吉備中央町）」から、都市住民
えんじょうこういき そ しき

や非農家を含め農村環境保全や交流などの活動に取り組まれた事例発表が行われま

した。

本シンポジウムを一つの契機として、各地域での活動が益々発展することを期待

します。

シンポジウムの様子 基調講演の様子

【岡山県農林水産部耕地課】

広報 「農業農村の整備」の記事から
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１　協定の概要
 (1) 市町村促進計画の策定、協定締結市町村

協定締結
有

(25)

未締結
(0)

   注）「対象地域」は、直接支払の対象地域（全域又は一部）を有する市町村

 (2) 協定締結数

－１－

非対象地域　　(2)

　協定締結数は、平成27年度に比べて20協定、1.5％増加し、1,321協定となった。市町
村別で、集落協定等の締結数が最も多いのは、吉備中央町の193協定で、次いで真庭市の
178協定、高梁市135協定の順となっている。

　集落協定数は、新規締結により高梁市など10市町で21協定増加し、協定の統合により
瀬戸内市で1協定の減となったため、全体で20協定の増となった。新規締結のうち８協定
は、第３期対策の取組を行っていた協定の復活である。

　個別協定については、増減がなかった。

平成２８年度中山間地域等直接支払制度の実施状況

区　　　　分

促進計画
策 定 済

(25)

対象
地域
(25)

　直接支払対象農用地を有する25市町村全てで市町村促進計画が策定され、協定に基づ
く活動が展開されている。

市　　町　　村　　名

岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、
吉備中央町、倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、
高梁市、新見市、浅口市、矢掛町、津山市、真庭市、
美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、
久米南町、美咲町

　－

早島町、里庄町

                      ※（ ）は27年度との対比 

○ 協定締結市町村：２５市町村（増減なし）    

○ 協定締結数：１,３２１協定 (２０協定増、１．５％増） 
○ 交付金交付面積：１１,９４８ha（１７４ha増、１．５％増） 

○ 交付金額：１,７８５百万円（２９百万円増、１．７％増） 
○ 集落協定の参加農業者：２０,１４３人（２０人増） 
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(3) 交付金交付面積

 (4) 交付金額  

－２－

　交付金額は、前年度と比べ28,955千円、1.7％増加し1,785,359千円となった。交付金
額が最も多いのは吉備中央町の280,990千円で、次いで津山市、真庭市、高梁市の順と
なっている。

  また、市町村別の前年度からの増減は、高梁市（5,433千円増）など19市町村で増加
し、交付面積が減少した矢掛町のみ21千円減少した。

　市町村別では、高梁市（31ha増）など19市町が増加した。矢掛町では公共事業による
用地取得により0.1ha減少した。

　交付金交付面積は前年度と比べ174ha、1.5％増加し、11,948haとなった。
交付面積が最も多いのは吉備中央町の1,754haで、次いで真庭市1,590ha、津山市1,354ha
となっている。
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(5) 協定参加者等

 

      集落協定参加者の内訳（25市町村）            個別協定経営形態別の内訳（６市町）

(6) 協定の平均的な姿

参加農業者
数(人)

交付面積
（ｈａ）

交付金額
（千円）

15.5 9.1 1,359

基礎単価 13.0 7.3 888

体制整備単価 16.5 9.9 1,553

5.7 891

15.3 9.0 1,352

　注）交付金額は、個人配分と共同取組活動への配分額の合計である。

(7) 集落協定の規模別協定数
  ア　集落協定締結面積規模別

  集落協定参加は延べ22,252人で、その内訳としては農業者が最も多く20,143人で、前
年度から20人増加した。

－３－

56 69

60 94

  集落協定の締結面積規模別の協定数は、1,300協定のうち、５ha未満が503協定(38.7%)
と約４割を占め、面積規模の階層が大きくなるにつれて協定数は減少している。

59

88集　落　協　定

89

個　別　協　定

全 協 定 平 均

59

　個別協定の経営形態は、農作業受託等を行う農業生産法人が11協定と最も多く、認定
農業者が９協定、任意組織１協定となっている。

区　　分 交付面積
（ａ）

交付金額
（千円）

協　　定　　平　　均 参加農業者平均

農業生産法人 
11 

認定農業者 
9 

任意組織 
1 
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イ　交付金額別

－４－

  交付金額別の集落協定数は、1,300協定のうち、50万円以上100万円未満が380協定
(29.2%)と最も多く、次いで50万円未満が346協定(26.6%)となっている。100万円以上の
協定では交付金額の階層が高くなるにつれて、その数は減少する傾向にある。
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（　 ）は前年度

交付面積 対象農用地面積 交付金額

(ha) (ha) （千円）

11,445 15,494 1,755,000

(11,284) (15,067) (1,726,873)

6,486 8,690 1,329,621

(6,388) (8,435) (1,306,491)

0 0 0

(0) (0) (0)

4,538 5,682 346,435

(4,473) (5,511) (341,528)

0 0 0

(0) (0) (0)

422 1,122 78,944

(422) (1,121) (78,854)

476 853 29,634

(464) (829) (28,767)

157 222 17,542

(152) (213) (16,911)

304 533 10,393

(296) (518) (10,156)

0 0 0

(0) (0) (0)

15 98 1,700

(15) (98) (1,699)

21 96 677

(21) (96) (677)

1 3 135

(1) (3) (135)

19 93 543

(19) (93) (543)

0 0 0

(0) (0) (0)

0 0 0

(0) (0) (0)

5 33 48

(5) (33) (47)

5 5 46

(5) (5) (45)

1 28 2

(1) (28) (2)

0 0 0

(0) (0) (0)

11,948 16,477 1,785,359

(11,773) (16,024) (1,756,364)

単位未満四捨五入のため、計とその内訳の合計は一致しない場合がある。

対象農用地面積は、対象農用地の基準に該当する農用地のうち市町村が促進計画に定めた農用地面積。

８法外特認

高齢化率･
耕作放棄率

緩傾斜地

急傾斜地

８法外特認

急傾斜地

高齢化率･
耕作放棄率

８法内

畑　②

－５－

緩傾斜地

急傾斜地

　計　①+②+③+④

草地　③

採草放牧地　④

８法内

８法外特認

緩傾斜地

区　　　分

２　協定農用地の地目別・基準別の面積及び交付金額

８法内

８法外特認

８法内

田　①

高齢化率･
耕作放棄率

急傾斜地

小区画･
不整形

緩傾斜地



３ 市町村別協定数・交付面積・交付金額等 
　（　　）は前年度

単位：件、人、ha、千円

48 1 49 717 304 6 310 75 234 42,859 1,215 44,075

1 0 1 13 2 0 2 0 2 475 0 475

13 0 13 239 91 0 91 27 64 14,699 0 14,699

3 0 3 14 5 0 5 5 0 654 0 654

44 0 44 773 513 0 513 310 203 85,088 0 85,088

36 0 36 420 177 0 177 82 95 33,434 0 33,434

179 14 193 2,329 1,666 88 1,754 219 1,535 266,126 14,864 280,990

324 15 339 4,505 2,759 94 2,852 718 2,134 443,336 16,079 459,415

4 0 4 39 11 0 11 11 0 1,676 0 1,676

6 0 6 104 19 0 19 0 19 4,028 0 4,028

9 0 9 151 64 0 64 0 64 11,744 0 11,744

8 0 8 84 　 46 0 46 21 25 8,814 0 8,814

132 3 135 1,696 998 17 1,015 362 653 163,816 1,201 165,018

114 1 115 1,356 897 2 899 240 658 116,651 433 117,084

1 0 1 16 12 0 12 0 12 1,405 0 1,405

16 0 16 244 83 0 83 59 24 13,401 0 13,401

290 4 294 3,690 2,131 19 2,150 693 1,457 321,536 1,634 323,170

130 1 131 2,331 1,348 6 1,354 133 1,222 212,383 912 213,295

178 0 178 3,081 1,590 0 1,590 738 851 185,370 0 185,370

81 1 82 1,736 879 1 881 327 554 112,748 88 112,836

15 0 15 230 170 0 170 0 170 25,983 0 25,983

103 0 103 976 564 0 564 28 536 86,569 0 86,569

11 0 11 151 54 0 54 0 54 11,293 0 11,293

19 0 19 813 605 0 605 0 605 66,424 0 66,424

20 0 20 259 113 0 113 0 113 16,031 0 16,031

36 0 36 858 683 0 683 84 599 125,239 0 125,239

93 0 93 1,513 933 0 933 35 897 159,735 0 159,735

686 2 688 11,948 6,938 7 6,945 1,344 5,601 1,001,775 1,000 1,002,775

1,300 21 1,321 20,143 11,828 120 11,948 2,756 9,192 1,766,646 18,713 1,785,359

注）集落協定参加農業者数は延べ数である。
　　単位未満四捨五入のため計とその内訳の合計は一致しない場合がある。

個別
協定

集落
協定

集落協定
参加

農業者数 計

交 付 面 積

計 個別協定

基本方針
策定市町村

協 定 数

個別
協定

集落協定 集落協定

交 付 金 額

基　　　礎
単価面積

計体制整備
単価面積

(1) (13)

岡山市

(1,280)

(48) (1)

(13) (0)

(36) (0)

(228) (42,231)(49) (687)

(44) (0) (44) (819)

(1) (0) (2) (0) (2) (0)

(1,215) (43,446)(300) (6) (306) (78)

(0) (445)

(2) (475)

(88) (28)

(0) (475)

(60) (14,298) (0) (14,298)(13) (239) (88) (0)

(3) (3)(3) (0) (0) (445)(2) (0) (2) (10)

(0) (84,562)(202) (84,562)(510) (0) (510) (308)

(173) (84) (89) (32,424)(173) (0)

(4) (0) (4) (39)

(336) (4,540)(321) (15)

(0) (32,424)

(177) (14) (191) (2,342) (14,295) (276,606)

(36) (430)

(15,510) (452,256)

(1,642) (85) (1,521) (262,311)(1,727) (206)

(2,809) (706) (2,103) (436,746)(2,718) (90)

(19) (0)

(0) (1,676)(0) (1,676)(11) (0) (11) (11)

(62) (0)

(19) (3,980)(6) (0) (6) (101) (19) (0)

(25) (8,814)

(7) (0) (7) (137)

(46) (0)

(62) (11,388) (0) (11,388)

(0) (3,980)

(0) (8,814)

(127) (3)

(46) (21)

(62) (0)

(8) (0) (8) (84)

(130) (1,727) (968) (17) (985) (347)

(111) (1) (112) (1,351) (877) (244) (433) (113,736)

(1,116) (159,585)

(0) (1,405)(12) (0)

(875) (2)

(638) (158,469)

(12) (1,405)

(633) (113,303)

(83) (0) (83) (59)

(1) (0) (1) (16) (12) (0)

(280) (4) (284) (3,699)

(16) (244)(16) (0)

(912) (210,806)(1,200) (209,894)

(1,413) (312,457)

(24) (13,422)

(1,549) (314,005)

(0) (13,422)

(1,327) (6)

(2,095) (682)

(1,333) (133)

(2,076) (19)

(177) (3,174)

(128) (1) (129) (2,293)

(0) (1,577) (0) (1,577) (732) (844) (183,836)

(0) (25,948)(25,948)

(88)

(0) (183,836)

(80) (1) (81) (1,675) (110,232)(110,144)(539)(1)

(170) (0) (170)

(861) (321)

(15) (177) (170) (0)

(860)

(85,113)(100) (0) (100) (976) (556) (0) (556) (24)

(11,293)(11) (0) (11) (151) (54) (0) (54) (0)

(66,242) (0)

(531) (85,113) (0)

(54) (11,293) (0)

(66,242)(19) (0) (19) (848) (603) (603)(0) (0) (603)

(158,519)

(16,007)(20) (0) (20) (259) (113) (0) (0) (112)

(122,107)(595)(36) (851) (678) (0) (678) (84) (122,107) (0)

(5,540)

(18,059)

(0)

(2,718)

(35)

(1,000)(1,330)

(891) (158,519)

(989,103)

(93) (1,480)

(112)

(0)

(0)

小 計 (7)

倉敷市

浅口市

矢掛町

高梁市

新見市

笠岡市

総社市

和気町

(21)

井原市

奈義町

(36) (0)

(93) (0)

(15) (0)

(990,103)

備
 

前

備
 

中

真庭市

美作市

津山市

玉野市

備前市

瀬戸内市

赤磐市

吉備中央町

(679)

－６－

県 計 (25)

美
 

作

西粟倉村

久米南町

美咲町

(1,756,364)(1,738,306)

新庄村

(9,055)

(177)

(16,007)

(2) (7)(11,884)

小 計 (8)

鏡野町

(11,657) (116)(1,301) (11,773)

小 計 (10)

勝央町

(926)(926)

(6,862)

(20,123)

(681) (6,869)



単位：件

協定数 協定数

集
落
協
定
の
広
域
化
支
援

小
規
模
・
高
齢
化
集
落
支
援

小
規
模
・
高
齢
化
集
落
支
援

集
落
協
定
の
広
域
化
支
援

小
規
模
・
高
齢
化
集
落
支
援

1
5
h
a
以
上
の
集
落
協
定

集
落
戦
略
作
成

岡山市 48 14 34 1 1 49 14 35 4

玉野市 1 1 1 1

備前市 13 4 9 1 1 13 4 9 1 1 1

瀬戸内市 3 3 3 3

赤磐市 44 25 19 44 25 19 13 8

和気町 36 16 20 1 36 16 20 1

吉備中央町 179 35 144 2 2 9 14 14 4 193 35 158 2 2 13 32

小 計 (7) 324 97 227 3 3 10 15 15 4 339 97 242 3 3 14 50 8

倉敷市 4 4 4 4

笠岡市 6 6 6 6

井原市 9 9 1 9 9 1 1

総社市 8 3 5 8 3 5

高梁市 132 59 73 9 3 1 2 135 60 75 9 14

新見市 114 40 74 1 1 115 40 75 11

浅口市 1 1 1 1

矢掛町 16 11 5 16 11 5

小 計 (8) 290 117 173 10 4 1 3 294 118 176 10 26

津山市 130 17 113 6 1 1 131 17 114 6 25

真庭市 178 89 89 1 1 3 178 89 89 1 1 3 23 5

美作市 81 39 42 1 1 82 39 43 19 1

新庄村 15 15 15 15 2

鏡野町 103 5 98 1 1 1 103 5 98 1 1 1 5

勝央町 11 11 11 11 1

奈義町 19 19 19 19 16

西粟倉村 20 20 20 20

久米南町 36 7 29 8 36 7 29 8 19

美咲町 93 8 85 5 93 8 85 5 17 1

小 計 (10) 686 165 521 2 2 23 2 2 688 165 523 2 2 23 127 7

1,300 379 921 5 5 43 21 1 20 4 1,321 380 941 5 5 47 203 15

備
 

中

県 計 (25)

美
 

作

協定数

集
落
連
携
・
機
能
維
持
加
算

（
参
考

）

個 別 協 定

超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算

うち加算措置

集
落
連
携
・
機
能
維
持
加
算

超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算

合　計　  (集落協定と個別協定の計)

備
 

前

－７－

う
ち
体
制
整
備
単
価

うち加算措置

集
落
連
携
・
機
能
維
持
加
算

４ 市町村別協定取組内訳

促進計画
策定市町村

う
ち
基
礎
単
価

う
ち
体
制
整
備
単
価

うち加算措置

集　落　協　定

う
ち
基
礎
単
価

超
急
傾
斜
農
地
保
全
管
理
加
算

う
ち
体
制
整
備
単
価

う
ち
基
礎
単
価



５　集落協定における農業生産活動等の実施状況

 (1) 集落マスタープランの内容

1.0%

①　機械・農作業の共同化等営農組織の育成

②　高付加価値型農業

③　農業生産条件の強化

④　担い手への農地集積

11.5%149

1.8%

5.2%67⑤　担い手への農作業の委託

⑥　新規就農者等による農業生産

⑦　地場産農産物等の加工・販売

31

(1083)

(67)

84.5%

1.1%

23

13

(31)

(15)

(1.0%)

(1.7%)

(13)

全協定に占める割合

1099⑨　共同で支え合う集団的かつ持続的な体制整備

協　定　数活 動 項 目

(84.6%)

(31)

－８－

5.3%

(2.4%)

69

⑧　消費・出資の呼び込み

(5.2%)

将来像を実現するための活動方策
　共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備に取り組んだ協定が1,099協定
(84.5%)と最も多く、次いで機械・農作業の共同化等営農組織の育成が149協定
(11.5%)となっている。
　「その他」の活動項目は、農地の効率的利用、鳥獣被害防止対策等である。

⑩　その他

69

32

14

(22)

(67)

(71)

2.4%

5.3%

(149)

(5.2%)

(5.5%)

(2.4%)

(1.2%)

(11.6%)

2.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 機械・農作業の共同化等営農組織の育成 

② 高付加価値型農業 

③ 農業生産条件の強化 

④ 担い手への農地集積 

⑤ 担い手への農作業の委託 

⑥ 新規就農者等による農業生産 

⑦ 地場産農産物等の加工・販売 

⑧ 消費・出資の呼び込み 

⑨ 共同で支え合う集団的かつ持続的な体制整備 

⑩ その他 

表中の（ ）は18年度、全集落協+定は１，４３８協定 表中の（ ）は２１年度、全集落協定は１，４４８協表中の（ ）は２１年度、全集落協定は１，４４８協定 

表中の（ ）は18年度、全集落協定は１，４３８協定 

表中の（ ）は２１年度、全集落協定は１，４４８協定 

表中の（ ）は27年度で全集落協定は1,280協定 



 (2) 耕作放棄の防止等の活動

①賃借権設定・農作業の委託

②既耕作放棄地の復旧

③既耕作放棄地の林地化

④既耕作放棄地の保全管理　

⑤農地の法面管理

⑥柵、ネット等の設置(鳥獣被害防止対策等)

⑦限界的農地の林地化

⑧簡易な基盤整備

⑨担い手の確保

⑩地場農産物の加工・販売

⑪土地改良事業

⑫自然災害を受けている農用地の復旧

⑬地目変換

⑭その他

 (3) 水路・農道等の管理活動

①水路管理

②農道管理

③その他施設の管理

(16)

(6)

(1.3%)

(0.5%)

17

6

1.3%

0.5%

(12)

1,282 (1,262)

　水路管理及び農道管理活動については、ほとんどの協定が実施した。

3

活 動 項 目

99.5%(1,273)

16

98.6%

全協定に占める割合

(98.6%)

(0.0%)

0.2%

36 (38)

協 定 数

　柵、ネット等の設置（鳥獣害被害防止対策等）を実施した協定が901(69.3%)と
最も多く、次いで、農地の法面管理729協定(56.1%)、賃借権設定・農作業の委託
254協定(19.5％)の順となっている。

活 動 項 目 協 定 数 全協定に占める割合

(0)

0

901 (882)

(0)

0

(0)

(3)

0

0.0%

1,293

(0.0%)

(3.0%)

(0.0%)

(0) 0.0%

729 (729) 56.1%

0

254 (251)

(7)

(0)0

9

(24)

(99.5%)

(0.2%)

(19.6%)

(0.5%)

(0.0%)

(1.9%)

(57.0%)

(0.0%)

(68.9%)

19.5%

2.8%

69.3%

0.0%

1.2%

0.7%

0.0%

0.0%

(0.9%)0.8%

－９－

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①賃借権設定・農作業の委託 

②既耕作放棄地の復旧 

③既耕作放棄地の林地化 

④既耕作放棄地の保全管理  

⑤農地の法面管理 

⑥柵、ネット等の設置(鳥獣被害防止対策等) 

⑦限界的農地の林地化 

⑧簡易な基盤整備 

⑨担い手の確保 

⑩地場農産物の加工・販売 

⑪土地改良事業 

⑫自然災害を受けている農用地の復旧 

⑬地目変換 

⑭その他 

表中の（ ）は18年度、全集落協+定は１，４３８協定 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①水路管理 

②農道管理 

③その他施設の管理 

表中の（ ）は27年度で全集落協定は1,280協定 

表中の（ ）は27年度で全集落協定は1,280協定 



 (4) 多面的機能を増進する活動

①周辺林地の下草刈

②土壌流亡に配慮した営農

③棚田オーナー制度

④市民農園等の開設・運営

⑤体験民宿(ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ)

⑥景観作物の作付け

⑦魚類・昆虫類の保護

⑧鳥類の餌場の確保

⑨粗放的畜産

⑩堆きゅう肥の施肥

⑪拮抗作物の利用

⑫合鴨・鯉の利用

⑬輪作の徹底

⑭緑肥作物の作付け

⑮その他活動

2

111

(7) 0.5%

8.5%

0

(0.0%)

0.8%

(0.8%)

(8.5%)

0.1%

(1)

(1)

10

11

0.8%

(203)

()

0.8%

0.0%

(0.1%)

(7)

(0.0%)

13

(10)

0.0%

(0.2%)

1.0%

(0.0%)

(3)

0.2%(2)

0

0.5%

全協定に占める割合

(79.6%)

(0.5%)

　周辺林地の下草刈を実施した協定が1,037協定(79.8％)と最も多く、次いで、景
観作物の作付け196協定(15.1％)、堆きゅう肥の施肥111協定(8.5％)の順になって
いる。

協　定　数活 動 項 目

1

(15.9%)15.1%

79.8%

7

1,037国土保全機能
を高める取組

0.1%

(1,019)

保健休養機能
を高める取組

(0.1%)

196

(0.9%)

(0.5%)7

11

0 0.0%

1

(9)

(11)

()

()

(109)

－１０－

自然生態系の
保全に資する
取組

(0.7%)

(0.2%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①周辺林地の下草刈 

②土壌流亡に配慮した営農 

③棚田オーナー制度 

④市民農園等の開設・運営 

⑤体験民宿(ｸﾞﾘｰﾝ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ) 

⑥景観作物の作付け 

⑦魚類・昆虫類の保護 

⑧鳥類の餌場の確保 

⑨粗放的畜産 

⑩堆きゅう肥の施肥 

⑪拮抗作物の利用 

⑫合鴨・鯉の利用 

⑬輪作の徹底 

⑭緑肥作物の作付け 

⑮その他活動 

表中の（ ）は27年度で全集落協定は1,280協定 



 (1) 農用地等保全マップに関する事項

①農地法面、水路・農道等補修・改良

②既耕作放棄地復旧又は林地化

③農作業共同化又は受委託等

⑥その他将来に向けた適正な農用地保全

 (2) 選択的必須要件（Ａ、Ｂ又はＣ要件）に関する事項

ア）要件の取組状況

６　集落協定における農業生産活動等の体制整備の実施状況(体制整備単価が交付される活動)

0.0%

Ｂ要件のみ Ｃ要件のみ

0.4%0.2%

(9.6%)

320

0

　ほとんどの協定がＣ要件のみ（901協定(97.8%)）に取り組んでいる。なお、Ｃ要
件と他要件を併用している協定は14協定(1.5%)となっている。

⑤農地の保全活動を行う担い手、活動内容、活動農用地

(34.7%)

0.2%④自己施工の箇所、整備内容、受益農地

Ａ要件のみ Ａ要件＋Ｂ要件

90142

97.8% 0.1%

－１１－

(314)

(0.2%)

(0.0%)

1.2%

11

(2)

2 1

0.2%

(0)

Ａ要件＋Ｂ要件＋Ｃ要件Ｂ要件＋Ｃ要件Ａ要件＋Ｃ要件

34.7%

0.0%

63.7% (63.6%)

7

0

(7) 0.8%

87 (87) 9.4%

2

(0.8%)

　体制整備単価が交付される活動に取り組んだ921集落協定中、農地法面、水路・
農道等補修・改良に取り組んだ協定が587(63.7%)と最も多く、次いで、その他将来
に向けた適正な農用地保全320協定(34.7%)、農作業共同化又は受委託等87協定
(9.4%)などの順になっている。なお、その他将来に向けた適正な農用地保全では、
鳥獣害防止対策、機械・施設の維持管理等に取り組んだ。

作 成 内 容 協 定 数
全体制整備単価協定

に占める割合

587 (575)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①農地法面、水路・農道等補修・改良 

②既耕作放棄地復旧又は林地化 

③農作業共同化又は受委託等 

④自己施工の箇所、整備内容、受益農地 

⑤農地の保全活動を行う担い手、活動内容、活動農用地 

⑥その他将来に向けた適正な農用地保全 

表中の（ ）は27年度で体制整備単価取組集落協定は904協定 



イ）体制整備単価の取組内訳

①(ｱ)新規就農者等の確保(新規就農者)

①(ｲ)新規就農者等の確保(認定農業者等)

②地場農産物等の加工・販売

③消費・出資の呼び込み

(0.2%)

3ha

①(ｱ)機械・農作業の共同化（10%増加目標）

①(ｲ)機械・農作業の共同化（30%増加目標）

②高付加価値型農業の実践

③農業生産条件の強化

1.2%

④担い手への農地集積 2ha

0.1%

0.0%

集団的かつ持続可能な体制整備 915

0

5

0

－１２－

全取組協定
で有効に機
能

0

(0.2%)

0.0% (0.0%)

4人

1協定

(0.0%)

(0.7%)

99.3%

(0)

18ha

(6) (0.7%)

(0)

0.3%

0.0%

(0.3%)

(0.0%)

1

(6)

(0)

(0.0%)

(0.0%)

0.1%

0.0%

0.0%

0.5%

(0)

(3)3

協定数

(8)

活動項目

(2)

4

要件

Ｃ

Ｃ要件の集団的かつ持続可能な体制整備に取り組んだ協定が915協定(99.3%)、次
いでＢ要件の地場農産物等の加工・販売が11協定(1.2%)となっている。

備考
(実績)

0

0.4%

全体制整備単価協定
に占める割合

5ha

(0.9%)

(896) (99.1%)

(

選
択
要
件
2
つ
以
上

)

①
ｲ
、

⑤
ｲ
は
1
つ
以
上

Ａ

Ｂ

0 (0)

11

(2)

1

⑤(ｱ)担い手への農作業の委託（10%増加目標）

⑤(ｲ)担い手への農作業の委託（30%増加目標）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①(ｱ)機械・農作業の共同化（10%増加目標） 

①(ｲ)機械・農作業の共同化（30%増加目標） 

②高付加価値型農業の実践 

③農業生産条件の強化 

④担い手への農地集積 

⑤(ｱ)担い手への農作業の委託（10%増加目標） 

⑤(ｲ)担い手への農作業の委託（30%増加目標） 

①(ｱ)新規就農者等の確保(新規就農者) 

①(ｲ)新規就農者等の確保(認定農業者等) 

②地場農産物等の加工・販売 

③消費・出資の呼び込み 

集団的かつ持続可能な体制整備 C 

B 

A 

表中の（ ）は27年度で体制整備単価取組集落協定は904協定 



７  加算措置の取組状況（より積極的な取組に対する加算）

(1)加算措置の取組協定数

(2)加算措置の取組内容

８　集落協定における交付金の使用方法等
 (1) 交付金の配分状況

ア　協定数

イ　交付金額 （千円）

(108.1) (0) (440.6)

小規模・高齢化
集落支援加算

超急傾斜農地
保全管理加算

加算取組
協定数計

集落連携・機能維持
加算

集落協定の
広域化支援

108.4 0.0

1,115,634 (671,206)

共同取組活動への配分額

　集落協定への交付金を農業者と共同取組活動に配分した協定は1,181協定(90.8%)と最も多
く、全額を農業者に配分している協定が104協定(8.0%)、全額を共同取組活動に配分している
協定が15協定(1.2%)となっている。
　集落協定への交付金額は1,766,646千円で、その内、農業者への配分額は1,115,634千円
(63.1%)、共同取組活動への配分額は651,012千円(36.9%)となっている。

協定に占める割合

(1,067,099)

(38.6%)36.9%

651,012

104

8.0%

(1,738,306)

(7.3%)

交付総額

(61.4%)

全集落協定数

　加算措置に延べ52協定が取り組み、このうち、超急傾斜農地保全管理加算が47協定
（3.6％）と最も多い。

(45)52

15

(5)

(27)

5

500.7

全額を共同取
組活動へ

(93)

63.1%

1,300 (1,280)

0

0.0%

90.8%

(1,160)

(90.6%)

1,181

1.2% (2.1%)

農業者と共同
取組活動へ

(3.5%)

－１３－

全額を
農業者へ

交付総額に占める割合

1,766,646

農業者への個人配分額

　集落協定の広域化支援は、17集落が連携し面積にして108haで取り組まれた。また、超急傾
斜農地保全管理加算は47協定、501haで取り組まれた。

超急傾斜農地保全加算

実施面積
(ha)

47

3.6%

(40)

(3.1%)

(0)

(0.0%)0.4% 3.9%

(5)

集落連携・機能維持加算

小規模・高齢化集落支援
実績面積

(ha)

集落協定の広域化支援
実績面積

(ha)

5

0.4%(0.4%) (0.4%)

表中の（ ）は27年度で全協定は1,301協定 

表中の（ ）は27年度で全協定は1,301協定 



 (2) 共同取組活動への使用状況

①役員報酬

②研修会等費

③道・水路管理費

④農地管理費

⑤鳥獣被害防止対策費

⑥共同利用機械購入等費

⑦共同利用施設整備等費

⑧多面的機能増進活動費

⑨その他

 (3) 共同取組活動のための積立状況

機械

施設

道路・水路、農地整備

災害

耕作継続

イベント

その他(災害に備えるための繰越等)

927 247

31.8% (28.8%)
(274)

206

71.3%(967)
50.3%

(167)

(72)

(85.0%)

(21)

271
(559)

414

全集落協定に
占める割合

(1088)

(75.5%)

87

協 定 数

654

176

(8)

(11.2%)

(369)

(258)

53 (54)

388
(135)

(143)
(248)

53
117

(0.2%)

(0.6%)

(1.6%)
9.0%
20.8%

積立等実施協定数(実数)

積立等内訳 協 定 数

0 (3)

92 (101)

14

232

(4.2%)

(104)

1

85

1 (7) (0.5%)

4.1%

(20.2%)

(7.9%)

(10.5%)29.8%

1.1%

　機械導入のための積立が92協定（7.1％）と最も多く、次いでその他(災害に備えるため
の繰越等)が85協定(6.5%)であった。
　また、取組協定当たりの平均積立額は、施設が543千円と最も多く、次いで機械406千円
の順となっている。

全集落協定に
占める割合

(788)

406

294

0

(29)

251

(257)

114

200

(188)

50

(140)

171

39

(341)

179

取組協定当たり
平均積立額(千円)

543

17.8%

6.5%

(1)

(134)
(10.5%)

0.1%

0.1%

0.0%

(0.1%)

7.1%

(8.1%)

(300)

(283)

(218)

318

(197)

(283)320

(83)

(170)

61

83.4%

活 動 項 目
取組協定当たり
平均支出額(千円)

－１４－

　交付金の使途は、役員の報酬への使用が1,084協定(83.4％)と最も多く、次いで、道路・水
路の維持管理に対する使用が927協定(71.3％)などの順になっている。
　また、取組協定当たりの平均支出額は、共同利用機械購入等費が320千円と最も多く、次い
で共同利用施設整備等費318千円、道・水路管理費247千円の順になっている。

1,084

(193)

(19.4%)
(43.7%)

13.5%
4.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①役員報酬 

②研修会等費 

③道・水路管理費 

④農地管理費 

⑤鳥獣被害防止対策費 

⑥共同利用機械購入等費 

⑦共同利用施設整備等費 

⑧多面的機能増進活動費 

⑨その他 

表中の（ ）は18年度、全集落協定は１，４３８協定 

表中の（ ）は27年度で全集落協定は1,280協定 
積立等内訳には重複があるため、積立等実施協定計(実協定数）とは合致しない 

表中の（ ）は27年度で全集落協定は1,280協定 



〔　参　　　考　〕



中山間地域等直接支払制度(第4期対策:平成27～31年度)のあらまし

中山間地域の農業は、農地を耕作することで国土の保全･洪水の防止･緑豊かな景観の形

成など、大切な役割を果たしています。

しかし、中山間地域は平地に比べて傾斜地が多く、まとまった農地も少ないことから生

産費がかさみ、耕作されずに荒れている農地が増えています。

この制度は、中山間地域で農業生産を営む農業者に対し、平地との生産費格差の一部を

国・県・市町村が共同で支払い、「適切な農地管理」「集落の共同活動」「将来の農業生産

活動の体制整備」などに活用することで、将来に豊かな農地と自然を守り伝えようとする

ものです。

１ 対象となる地域 ☆対象地域は、市町村によって異なります。

(1)法律(特定農山村法､山村振興法､過疎法､離島振興法)で指定された地域

(2)地域の実態に応じて知事が別に定める基準に該当する地域

２ 対象となる農地

対象となる地域内で、次のいずれかに該当する１ヘクタール以上のまとまりのある農用

地(農振農用地区域内)が対象です。

(1)急傾斜農用地

傾斜が水田で１／２０以上、畑・草地・採草放牧地で１５度以上

(2)小区画・不整形な田

大多数が３０ａ未満で、平均が２０ａ以下

(3)市町村長の判断により対象となる農用地

・緩傾斜農用地（田１／１００以上、畑等８度以上）

・高齢化率・耕作放棄率の高い農用地

農地のイメージ図

☆緩傾斜農用地､高齢化率･耕作放棄率の

高い農用地は、市町村により扱いが異

なります｡



３ 主な交付単価 １０a当たり

地目 傾斜区分 基礎単価 体制整備単価 ☆草地、採草放牧地も

対象となります。

急傾斜(1/20以上) １６,８００円 ２１,０００円 ☆面積には､畦畔･法面も

田 含みます｡

緩傾斜(1/100～1/20)等 ６,４００円 ８,０００円 ☆｢小区画･不整形な田｣

｢高齢化率･耕作放棄

急傾斜(15度以上) ９,２００円 １１,５００円 率の高い農用地｣の単

畑 価は、緩傾斜と同じ

緩傾斜(８度～15度)等 ２,８００円 ３,５００円 です。

４ 対象者

集落協定又は個別協定に基づいて、５年間以上継続して農業生産活動等を行う農業者等

が対象です。

・農業者 ・生産組織 ・第３セクター ・農業生産法人 等

５ 実施期間

平成２７～３１年度

６ 対象となる活動

集落協定又は個別協定に基づいて、５年間以上継続される農業生産活動等

◎基礎単価が交付される活動

区 分 具体的に取り組む行為

必須 農業生産活動等 集落マスタープランの作成 集落の目指すべき将来像とその実現に向けた

事項 （右の全ての項 活動方策及び目標等の計画策定

目を実施） 耕作放棄の防止等の活動 適正な農業生産活動を通じた耕作放棄の防止、

耕作放棄地の復旧や畜産的利用、高齢農家･離農

者の農用地の貸借権設定、法面保護･改修、鳥獣

被害の防止、林地化等

水路、農道等の管理活動 適切な施設の管理･補修（泥上げ、草刈り等）

選択 多面的機能を増 国土保全機能を高める取組 土壌流亡に配慮した営農の実施、農用地と一

的必 進する活動 体となった周辺林地の管理等

須事 （右の項目の中 保健休養機能を高める取組 景観作物の作付け、市民農園･体験農園の設置、

項 から１つ以上選 棚田オーナー制度、グリーンツーリズム

択） 自然生態系の保全に資する取組 魚類･昆虫類の保護(ビオトープの確保)、鳥類

の餌場の確保、粗放的畜産、環境の保全に資す

る活動



◎体制整備単価が交付される活動 （基礎単価が交付される活動に加えて実施）
要 件 活動項目 活 動 内 容 活動の水準 備考

必 農 農 用 地 等 保 協定対象区域図に次の活動項目を記載する。 図面の作成と実践

須 用 全 活 動 の 実 ①農地法面、水路、農道等の補修・改良の範囲又は

要 地 践 位置

件 等 ②既耕作放棄地の復旧又は林地化の実施範囲

保 ③農作業の共同化や受委託等が必要な範囲

全 ④自己施工の箇所、整備内容及び受益する農地の範

体 囲及び面積

制 ⑤農地の保全活動を行う担い手、活動内容、活動農

整 用地の範囲及び面積

備 ⑥その他協定農用地の保全に必要な事項の範囲

Ａ要件：①～⑤の中から２つ以上を選択。

※但し、「①機械・農作業の共同化」のイ又は、「⑤担い手への農作業の委託」のイを選択す

る場合は１つ以上を選択

※人・農地プランが策定されている場合は、その内容と整合を図ること。

① 機 械 ・ 農 ア 基幹的農作業のうち１種類以上に係る農業機械 協定農用地の10%又 ※

選 作 業 の 共 同 又は施設が共同利用される農地面積の増加 は0.5haの多い方の増

択 化 加

的 イ 基幹的農作業のうち、田：３種類以上、畑：２ 協定農用地の30%又 ※

必 種類以上等に係る農業機械または施設の共同利用 は3haの多い方の増加

須 の受益面積増加（※協定農用地以外の農地を含め

要 る場合、協定農用地割合が１／３以上必要）

件 ② 高 付 加 価 新規作物の導入、有機農業等の高付加価値型農業 協定農用地の5%又

値 型 農 業 の を実施する協定農用地面積の増加 は1haの少ない方の増（

実践 加

Ａ ③ 農 業 生 産 集落協定の参加者による共同作業でのほ場や水路 受益面積が協定農

Ｂ 条件の強化 ・農道等の生産条件を向上させるための改良（自己 地の5%又は0.5haの多

Ｃ 施工） い方の増加

要 ④ 担 い 手 へ 協定農用地において、認定農業者等の担い手と集 協定農用地の5%以

件 の農地集積 落協定参加農業者との間に利用権設定等がなされる 上の増加

か 農地面積の増加

ら ⑤ 担 い 手 へ ア 認定農業者等担い手と集落協定の参加農業者と 協定農用地の10%又 ※

１ の 農 作 業 の の間で基幹的農作業のうち１種類以上に係る作業 は0.5haの多い方の増

つ 委託 受委託の契約面積の増加 加

以 イ 認定農業者等担い手と集落協定の参加農業者と 協定農用地の20%又 ※

上 の間に、利用権設定または基幹的農作業のうち、 は2haの多い方の増加

選 田：３種類以上、畑：２種類以上等５ヶ年以上の

択 作業受委託契約がなされる農地面積の増加（※協）
定農用地以外の農地を含める場合、協定農用地割

合が１／２以上必要）

Ｂ要件：集落協定に新規参加者(女性、若者、ＮＰＯ法人等)の１名以上の参加を得るとともに、①～

③の中から１つ以上を選択し、新規参加者がその活動の主体となること。

① 新 規 就 農 ア 集落協定に新規就農者（新規学卒就農、離職転 １名以上の参加

者等の確保 入者及び新規参入者であって、新たに経営を開始

した者)の参加

※ ア 又 は イ イ 生産組織等のオペレーターの新規雇用、集落協 １名以上の確保

を選択 定に参加する農業者において、新たに認定農業者

及びこれに準ずる者として市町村が認定した者を

確保

② 地 場 農 産 地場農産物等の加工が可能な施設(農家レストラ 取組の実施

物 等 の 加 工 ンを含む)があり、当該施設において加工された加

・販売 工品等の販売に取り組む

③ 消 費 ・ 出 棚田オーナー制度、市民農園、観光農園、学校等 協定農用地の5%又

資 の 呼 び 込 と連携した体験農園の実施、NPO法人、企業等の耕 は0.5ha以上の多い方

み 作 で実施

Ｃ 集 団 的 か つ 高齢者でも安心して制度に参加できるよう、共同 取り決めを協定書

要 持 続 可 能 な で支え合う仕組みを集落で取り決める に位置付け

件 体制整備

※印は、協定の認定時に一定の実績がある場合、別途の活動水準が定められている。



◎加算単価が交付される活動(体制整備単価の要件を満たしている協定に適用される)

加算の種類 加算の要件 加算金の適用 加算単価 留意事項

集落連携・機能維持 ア 集落協定の広域化支援 協定農用地の全 対象地目全てに 小規模・

加算 集落協定が、他の集落内の対象農用地を てに加算 ついて3,000円 高齢化集落

含めて概ね５０戸以上の規模の協定を締 支援との重

結し、協定に基づく活動において主導的 ※１協定当たり 複は不可

な役割を担う人材を確保した上で、一定 200万円が限度

の基準を満たす取組を行う。

イ 小規模・高齢化集落支援 協定に取り込ま 田：4,500円 集落協定

集落協定又は個別協定が、近隣の小規 れた小規模・高 畑：1,800円 の広域化支

模・高齢化集落の農用地を協定農用地と 齢化集落の農地 援との重複

して取り込む。 面積に加算

超急傾斜農地保全管 協定農用地内の勾配が田で1/10以上、 傾斜基準を満た 田：6,000円

理加算※ 畑で20度以上である農地の保全と当該農 す田又は畑の面 畑：6,000円

用地で生産される農作物の販売促進を行 積に加算

う。

※超急傾斜農地保全管理加算はH29年度から基礎単価の協定も取り組めるよう要件が緩和

７ 返還の免責要件

５年間の協定期間中に農業生産活動が行われなくなった場合や農地を転用した場合は、

原則として協定の認定年度に遡って、協定農用地についての交付金の全額を返還する必要

がありますが、次の免責事由に該当する場合には、返還が免除又は要件が緩和されます。

免責事由 ※一部抜粋 返還の範囲 金額 措置される次期

協定農用地について耕作又は維持管理が行われなかった場合

①②③以外 全協定農用地 全額 認定年度以降返還

① 農業者の死亡、病気、その家族の病気等 当該農用地について

土地収用法に基づき収用もしくは使用を受けた場合 - 免除 当該年度以降交付停止

農業用施設用地とした場合等

② 新規就農者又は後継者の住宅に供する場合 当該農用地 全額 認定年度以降返還

林業又は水産業用施設用地とした場合

③ 15ha以上又は、集落連携・機能維持加算に取り組む集落 当該農用地 全額 認定年度以降返還

協定が集落戦略を作成した場合



 

中山間地域等直接支払制度 対象地域図(第４期対策) 
 

                             平成２８年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        一般地域：地域振興４法の指定地域（市町村又は旧市町村単位） 

        特認地域 要件Ａ：一般地域に地理的に隣接する地域（センサス集落単位） 

        特認地域 要件Ｂ：農林統計上の中山間地域（S25 年の旧市町村単位） 



○農事組合法人設立で地域ぐるみの米づくり

○消費者との交流による地域の活性化

○協定の体制強化と高収益農業の展開

集落協定の取組活動事例

 
 
 農業生産の体制強化に向け、28年1月に農事組合法人「ファー

ムやだたに鯉が窪」を設立するとともに、集落の農地12haを法

人に集積し、農業生産の効率化を図っている。 

 また、有機米栽培に利用するアイガモを地元園児と一緒に放

流し、地域住民との交流を促進するほか、法面にアジサイを植

栽し、美しい農村づくりに向けた景観形成にも取り組んでいる。 

 
【主な取組実績】 
  ○農業生産法人の経営面積      12ha 
  ○アイガモ農法による有機米の栽培  1.1ha 

  やだたに 

 矢田谷 集落協定（新見市）                    
     協定面積：13.6ha 交付金額：187万円 

アイガモの放流 

共同利用機械の導入 

アジサイの植栽 

 
 
 平成７年に設立した農事組合法人「長藤農場組合」と連携し

て、水稲の共同防除作業や同法人への農地集積により、農業者

の高齢化による労力不足をカバーし、耕作放棄地の発生を未然

に防いでいる。 

 また、住民自らが運営する交流施設「奥津ファームビレッジ

耕心村」を活用し、豆腐づくりやそば打ち体験など消費者との

交流活動に取り組んでいる。 
 
【主な取組実績】 
  ○長藤農場組合への農地集積面積     14ha 
  ○交流施設来訪者数            1,761人 

 ながとう 

 長 藤 集落協定（鏡野町）                    
     協定面積：25.5ha 交付金額：225万円 

そば打ち体験の提供 

長藤農場組合による畦塗り作業 

地域ぐるみで農道の草刈 

 
 
 第４期対策を契機に２つの協定を統合し、活動体制を強化す

るとともに、町外から移住した新規就農者２名を迎え入れ、組

織の若返りを図っている。 

 また、高齢農家に負担の大きい病害虫の防除を共同で行うほ

か、ピオーネ、黒大豆の生産や協定農用地において生産した米

を使用した米粉パンを製造販売するなど収益力向上に向けた取

組を展開している。 

 

【主な取組実績】 
  ○病害虫の共同防除の実施      4.0ha 
  ○協定農用地でのぶどう栽培面積   3.0ha 
    ○  〃    黒大豆栽培面積   2.5ha 
 

 たなか 

 田 中 集落協定（吉備中央町）                    
     協定面積：21.4ha 交付金額：464万円 

病害虫共同防除作業 

新規就農者も加わった共同活動 
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